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携帯電話の持ち込みについて 
 

 

 

日頃より本校の教育活動に御理解をいただきありがとうございます。 

さて、本校では、携帯電話の校内への持ち込みは原則として禁止しています。しかし、本校は、マレー

シアにある在外教育施設ということで、地域性、安全面、環境面、交通面等、様々な場面で、日本とは異

なる環境にあります。その点を踏まえ、本校では「担任への申し出」及び、「学校内では鞄から出さない

こと」というルールのもとに、特別な事情がある場合に限り、学校に携帯電話を持ってくることを認めさ

せていただいています。 

 携帯電話を持たせる場合には同意事項に御同意の上、下記にある同意書を御提出ください。 

子どもたちが学業に集中できる環境、雰囲気作りを進めていきたいと思いますので、御協力よろしくお

願いいたします。 

※お忙しい中ではありますが、４月１７日（月）までにご提出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

キ    リ    ト    リ 

同  意  書 

 

 

 

 

上記の内容を理解し、これを守ることを約束します。 

 

   年   組   番 児童・生徒氏名           （本人自筆） 

 保護者氏名             印  

・原則携帯電話は、学校内・バス内での使用はできません。同意書を提出している児童・生徒で、やむを 

 得ず緊急時に使用の場合は、担任または近くの教員、事務職員に申し出るようにしてください。 

・もしこの決まりが守られないときには、担任の指導後、保護者の方に直接引き取っていただきます。 

・休日の登校時（学校行事、各種検定など）も同じとします。 

・原則携帯電話は、学校内・バス内での使用はできません。同意書を提出している児童・生徒で、やむを 

 得ず緊急時に使用の場合は、担任または近くの教員、事務職員に申し出て使用します。 

・もしこの決まりが守られないときには、学校の対応に従います。 


